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平成３０年度に向けた利用定員の拡充について 

 

１．待機児童の現状 

 
平成２８年 平成２９年 

４月１日 １０月１日 ４月１日 １０月１日 

待機児童数 

（うち低年齢児） 

 ６４人 

 （５５人） 

１４２人 

（１２９人） 

 ５４人 

 （５２人） 

１３２人 

（１２９人） 

入園待ち児童数 

※上記の待機児童数を含む 

１９７人 

（１４３人） 

３９９人 

（３２３人） 

１６７人 

（１５０人） 

３９１人 

（３７３人） 

 〔保育提供枠の不足数〕 

   北部（第１）ブロック １６４名 ／中部（第２）ブロック １１４名 

   南部（第３）ブロック １１３名 

 

２．平成３０年度における拡充について 

（１）第１ブロック 

    平成３０年度は拡充がなく、既存の施設の受け入れ拡大に努める。 

    なお、平成３１年度の拡充（２００名超）に向けた、社会福祉法人による認可保育園の

開設を進め、平成３１年度当初の不足分を解消する見込み。 

 

（２）第２ブロック 

  【認可保育園】 

（仮）たいよう保育園（第２ブロック：赤堀一丁目）の新設  

定員   ６０名   

設置者  社会福祉法人 来福 

園の概要は別紙「施設概要」参照 

   【地域型保育事業施設】 

     小規模保育事業３箇所以内：１９名以内の定員で、平成３１年度当初までの

開所に向けた公募を行う（合計５７名の定員枠の拡充予定）。 
 

   上記により、平成３１年度当初の不足分を解消する見込み。 

 

（３）第３ブロック 

   【認可保育園】 

     （仮）内部ハートピア保育園（第３ブロック：采女町）の新設 

     定員  １５０名 

     設置者  社会福祉法人 志生会 

     園の概要は別紙「施設概要」参照 
 

   上記により、平成３１年度当初の不足分を解消する見込み。 

資料１ 
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＜参考＞平成２９年度地域型保育事業施設の現状 

（単位：人） 

類型 施設名 
ブロック 

（所在地） 
定 員 

児童数

（※１） 
対象年齢 

小規模 

保育事業 

（Ａ型） 

まちなかフジ保育園 
第２ブロック 

（西新地） 

１２ 

１５ 
０歳児～

２歳児 

たいすいキッズ・ステーシ

ョン 

第２ブロック

（浜田町） 
１５ 

１歳児～

（※２）

２歳児 

とまり丘保育園 
第３ブロック 

（大字泊村） 
１２ 

１歳～ 

２歳児 

小規模 

保育事業 

（Ｂ型） 

キンダーガルテン 

イオン四日市北園 

第１ブロック 

（富州原町） 
１９ ２２ 

０歳児～ 

２歳児 

きっずはうす ココロン 
第１ブロック 

（羽津中一丁目） 

１２ 

１４ 

ちびっこハウス 

あかほり園 

第２ブロック 

（赤堀二丁目） 
１７ 

キッズ・ティアラ 
第２ブロック 

（鵜の森一丁目） 
１４ 

つぼみ保育園 
第３ブロック 

（小古曽二丁目） 
１４ 

にじいろランド四日市園 
第１ブロック 

（蒔田四丁目） 
１３ 

山口堂保育園 
第３ブロック 

（日永四丁目） 
１５ １４ 

もりのくに国際幼保園 
第１ブロック 

（大矢知町） 
１２ １４ 

１歳児～

（※２） 

２歳児 

事業所内 

保育事業 

（※３） 

社会福祉法人永甲会かす

み園      

第１ブロック 

（白須賀一丁目） 

１２ 

（４） 

１７

（８） 

０歳児～ 

２歳児 

スマイルキッズルーム 

 

第２ブロック 

（ときわ一丁目） 

１４ 

（３） 

よっかいち ひばり保育

園 

第１ブロック 

（西大鐘町） 

１０ 

（７） 

１４施設 １７８ ２０５  

※１．児童数は平成 29年 12月時点 

※２．１歳児＝4 月 1日時点で 1歳になっている子ども 

※３．事業所内保育事業の定員・児童数の下段（ ）書きは地域枠の人数 
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＜参考＞条例について 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の制定に伴い、平成２７年度

から子ども・子育て支援新制度が施行されている。 

この新制度により、従来の認可保育所（定員２０人以上）の枠組みに加え、新た

に市の認可事業として、地域型保育事業と称する類型を設け、「四日市市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」を平成２７年４月から施行して

いる。その条例に基づき、以下の４類型の事業の認可事業を行っている。 

〔４類型〕家庭的保育事業  （利用定員５人以下）  

小規模保育事業  （利用定員６人以上１９人以下） 

居宅訪問型保育事業（利用定員１人） 

事業所内保育事業 （利用定員１人以上） 

 

 

 

あ 

【新制度における地域型保育事業の位置付け】

１９人

６人

５人

１人

事業所の従業員の子ども

地域の保育を必要とする

子ども（地域枠）

保育者の居宅その他の場所、施設 保育を必要とする

　　（右に該当する場所を除く） 　 子どもの居住 ＋

「小規模保育」 Ａ型（６～１９人）

Ｂ型（６～１９人）

事業主体 :                 Ｃ型（６～１０人）

市、民間事業者等

「家庭的保育」

事業主体 : 市、民間事業者等

「居宅訪問型保育」
事業主体

：市、民間事業者等

「事業所内保育」
事業主体

：事業主等

小規模型（19人以下）

保育所型（20人以上）

認

可

定

員

保育の実施場所等

定員１人



Administrator
タイプライターテキスト
４

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



Administrator
タイプライターテキスト
５

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



Administrator
タイプライターテキスト
６



Administrator
タイプライターテキスト
７
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幼児教育の推進について  

 

１．幼児教育に係る要領等の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S21(1946) 年 日本国憲法の制定 

S22(1947) 年 教育基本法、学校教育法、児童福祉法の制定 

S31(1956) 年 

幼稚園教育要領 編集 

S40(1965) 年  

保育所保育指針 通知(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ) 

S23(1948) 年 「保育要領－幼児教育の手引き－」の刊行 

H26(2014) 年  
幼保連携型認定 

こども園教育・保育要領 告示 

S39(1964) 年 

改訂 幼稚園教育要領 告示 

H2(1990) 年  

改定 保育所保育指針 通知 

H元(1989) 年  

改訂 幼稚園教育要領 告示 

H11(1999) 年  

改定 保育所保育指針 通知 

H10(1998) 年  

改訂 幼稚園教育要領 告示 

H20(2008) 年  

改定 保育所保育指針 告示 

H20(2008) 年  

改訂 幼稚園教育要領 告示 

H29(2017) 年  
改訂 幼保連携型認定こども園

教育・保育要領 告示 

H29(2017) 年  

改定 保育所保育指針 告示 

H29(2017) 年  

改訂 幼稚園教育要領 告示 

変
遷
の
流
れ 

H27(2015) 年 子ども・子育て支援新制度 開始 
～すべての子どもが健やかに成長するよう、質の高い幼児教育を提供～ 

資料２ 
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２．新要領等（平成 29年 3月 31日告示）の主なポイント 

 幼稚園教育要領 保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園 

教育・保育要領 

 

・教育基本法 11条 

・学校教育法 22条～26条 

・学校教育法施行規則37・38条 

・児童福祉法 45条 

・児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準 35条 

・就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律 9～11条 

・幼保連携型認定こども園の

学級の編成、職員、設備及び

運営に関する基準 9条 

共通の改

訂ポイント 

◇ 幼児教育において育みたい資質・能力の明確化 

    各学校段階について共通する資質・能力を「知識や技能の基礎」「思考力・判断力・表現

力の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の 3つの柱に整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 5 歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」として明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔文部科学省資料より〕 

〔文部科学省資料より〕 
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 幼稚園教育要領 保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園 

教育・保育要領 

それぞれ

の改訂ポイ

ント（一例） 

◇「カリキュラム・マネジメント」

の確立 

（幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿を踏まえ教育課程を

編成し、教育課程の実施状況

を評価してその改善を図って

いく） 

◇保育所保育における幼児教

育の積極的な位置づけ 

◇教育の「ねらい及び内容」の

各領域の「ねらい」「内容」に、

「内容の取扱い」を加えて記載

することで幼稚園・幼保連携

型認定こども園との更なる整

合を図り、各施設における教

育内容が同等のものであること

を明確に示す。 

◇0～2 歳児の保育に関する

記載の充実 

（3 歳未満児の利用率上昇や

保育の重要性への認識の高

まり） 

◇幼稚園教育要領と保育所

保育指針の改訂の方向性との

整合性 

◇特に配慮すべき事項の充実 

（在園期間や時間等が異なる

多様な園児がいることへの配

慮について） 

◇認定こども園に義務付けら

れている子育て支援に関する

事項の充実 

３．改訂（改定）に対する本市の対応（方向性）について 

（１）公立幼稚園･保育園･こども園における「四日市市の乳幼児教育・保育ビジョン」について 

・基本理念 

「生きる力・共に生きる力の基礎」を育む 

・めざす子どもの姿 

「輝くよっかいちの子ども」 

  

「豊かな心と丈夫な身体を持つ子」 

       「遊びから生きる力を学ぶ子」 

       「豊かなかかわりあいを持てる子」 

・めざす子どもの姿を実現していくための教育、養護の視点 

    「養護」の視点（２つ）⇒・生命の保持 ・情緒の安定 

    「教育」の視点（５つ）⇒・健康 ・人間関係 ・環境 ・言葉 ・表現 

・その充実に向けた重要項目 

①人権教育・保育の充実  ②特別支援教育・保育の充実  ③子育て支援の充実  

④保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校との連携  ⑤家庭・地域との連携 

⑥職員の資質向上 

 

（２）改訂に対する具体的な取組み（案）など 

  別添資料①～③ 参照

具体的な子どもの姿 
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参考（幼保連携型認定こども園とは） 

教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で

す。以下の機能を備え､認定基準を満たす施設は､県内では三重県から認定を受けることが出来ま

す｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園には､地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあ

ります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●幼稚園型   認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的

な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ 

         （⇒認可幼稚園に認可外保育を付加した施設） 
 

●保育所型   認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な

機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

         （⇒認可保育所に保育の必要性のない子どもの保育を付加した施設） 
 

●地方裁量型  保育所・幼稚園いずれの認可もない地域の保育・教育施設が、認定こども園とし

て必要な機能を果たすタイプ 

         （⇒認可外保育施設等に保育の必要性のない子どもの保育を付加した施設） 

〔内閣府資料より〕 

●幼保連携型  幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として､認定 

こども園としての機能を果たすタイプ｡ 

         （⇒認可幼稚園と認可保育園が統合して１つの園として再編した施設） 

 

 

 

 

 

▼すでに 29年４月から開園している本市の幼保連携型認定こども園 

  ・橋北こども園（旧橋北幼稚園と旧橋北保育園による再編） 

  ・塩浜こども園（旧塩浜幼稚園と旧塩浜西保育園による幼保一体化園の再編） 

▼本市の第一次適正化計画における幼保連携型こども園再編案（いずれも開園時期は未確定） 

・保々幼稚園と保々保育園による再編 

・神前幼稚園と神前保育園による再編 

・楠北幼稚園、楠南幼稚園、くす北保育園、くす南保育園による４園一園化の再編 
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子育て支援の新たな取り組みについて 

 

 子育て支援の充実を図るため、平成３０年度から以下の事業の新規・拡充について検討して

います。 

 

１．子ども医療費の窓口負担無料化について 

  平成３０年４月から、未就学児（６歳到達年度末まで）を対象に、市内の医療機関での窓

口負担無料化（現物給付）を実施する。 
 

     未就学児（０～６歳）  助成件数見込み  308,960 件 

     未就学児（0～6 歳）  助成額見込み   514,466 千円 

【基本目標１－基本施策(2)―推進施策「(1)多様な子育て支援サービスの充実」関係】 

２．第３子以降の保育料無償化（第１子年齢上限撤廃）について 

  保護者の経済的負担の軽減を図るため、第３子以降の保育料の無償化について、長子の年

齢が中学校３年生までとしている年齢制限を撤廃する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標１－基本施策(2)―推進施策「(1)多様な子育て支援サービスの充実」関係】 

３．特別保育サービスの充実について 

特別保育サービスの乳児保育、延長保育（１１時間の開所時間を超えて利用）、一時保育

（仕事や病気、用事がある時などに利用）、休日保育（日曜・祝日に働く保護者が利用）、病

児・病後児保育（児童が病気回復期に利用）のうち、平成３０年度から新たに、内部ハート

ピア保育園（采女町）において乳児保育、延長保育、一時保育を、たいよう保育園（赤堀一

丁目）において乳児保育及び延長保育を開始する。 

【３０年度の特別保育実施園数】 

乳児保育 延長保育 一時保育 休日保育 病児保育 

36園 29園 17園 3園 2園 

 【基本目標１－基本施策(1)―推進施策「(1)多様なニーズに応じた保育サービスの充実」関係】 

資料３ 
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４．公立幼稚園のエアコン設置について 

平成３０年４月から公立幼稚園の保育料を保育園利用者と同様の応能負担としていくこ

とにあわせ、平成３０年度中に公立幼稚園の保育室（クラス運営分）にエアコンを設置し、

教育環境の改善を図る。 

 【基本目標１－基本施策(1)―推進施策「(2)発達に応じた教育・保育環境の推進」関係】 

 

５．新たな病児保育室の整備について 

共働き家庭等への支援の充実を図るため、カンガルーム（定員６名 中部）とチェリーケ

ア（定員３名 桜花台）に加え、市内で３か所目となる新たな病児保育室の設置（平成３１

年４月予定）に向けた施設の整備を進める。 

 【基本目標１－基本施策(1)―推進施策「(1)多様なニーズに応じた保育サービスの充実」関係】 

 

 

   ・開設者    社会福祉法人宏育会 

   ・予定地    下野地区 

   ・定 員    ３名 

 

 

 

 

 

 

６．学童保育所推進事業の充実について 

近年の利用児童数の増加により、施設整備の必要性がますます高まってきていることから、

新築又は大規模修繕費等の補助率と補助上限額を引き上げることで、施設整備を行う運営委

員会の負担を軽減し、待機児童の解消と保育環境の向上を図る。 

 

・キャリアアップ処遇改善補助 

・施設整備費補助 新築費         3/4→4/5 12,000 千円→14,400 千円 

増築費・大規模修繕費  3/4→4/5  3,000 千円→ 4,000 千円 

             ※基準に適合させる事業に限る 

【基本目標１－基本施策(2)―推進施策「(1)多様な子育て支援サービスの充実」関係】 

 

 

 


